
●  県消費生活センターで受けた１月の相談件数は、３０２件で〈表１〉のとおりです。前年同月（２２９件）と比べ、７３件増加しました。

●　相談件数３０２件のうち、「不当請求」と判断される相談は７件で、前年同月（７件）と比べ、増減なしでした。

●　相談の多かった商品・サービスは、＜表２＞のとおりです。第１位は｢商品一般｣で、以下「化粧品（全体）」、「ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続回線」、

　　「健康食品」、「携帯電話サービス」となっています。
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＜図１＞年代別相談件数 　＜表２＞商品・サービス上位５品目
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令和８年１月分の消費生活相談の概況

●　契約者の年代別相談件数は、〈図１〉のとおりです。７０代以上が一番多く６１件、以下６０代が４９件、５０代が４５件、３０代と４０代が

　 　２８件、２０代が２６件、１０代以下が４件の順です。

区　分

総相談件数 販売購入形態別相談件数
危害・危険

(再掲)
不当請求

(再掲)

お知らせ 不用品回収サービスのトラブルに注意！

県消費生活センターに来所し相談したい場合は、あらかじめ電話（025‐285‐4196）でご予約ください。

ホームページ　https://www.pref.niigata.lg.jp/site/shohiseikatsu/

アドバイアドバイ 困ったときは 消費生活

アドバイアドバイ 困ったときは 消費生活

アドバイアドバイ 困ったときは 消費生活

これからの季節は、転居に伴い不用品の回収を依頼してトラブルになったとの相談が増加するため、注意していた

だきたいことをお知らせします。

順位 件数

1 　商品一般 29

2 　化粧品（全体） 18 　メイクアップ、基礎化粧品の販売など

3 11

　携帯電話サービス
4

商品名等 主な内容

　ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続回線

　スマートフォンの契約など

　健康食品

　特定できない商品(不審な電話や請求など)

　サプリメントの販売など

　Wi-Fiルーターの契約など

各9

【相談例２】

引越しでベッド、棚、布団が不用になるため、ネッ

トで「地域最安値」と表示の事業者に希望日と品物を

伝え回収を依頼した。事前に料金提示が無く、回収は

事業者の都合で引越し当日の朝になった。大きいトラ

ックしか空いていなかったと21万円請求され、銀行で

お金を下ろして支払った。広告には数万円とあったの

に高額で納得できない。

【相談例１】
不用になる自転車を処分するため、ネットで検索し

一番上に表示された事業者へ連絡したところ、ちょう

ど近所にいるからと５分程度で事業者が来た。５万円

請求され、持ち合わせが無いためコンビニでお金を下

ろして支払ったが、自転車とお金を返して欲しい。

困ったときや心配なときは、消費者ホットライン局番なしの １８８（いやや）にご連絡ください。

不用品の処分は、お住まいの市町村が提供する窓口に余裕

を持って依頼しましょう。

市町村の窓口以外に依頼する際は、市町村のホームページ

等から「一般廃棄物処理業」の許可業者を探しましょう。

作業前に改めて料金や作業内容等を確認し、納得できない

場合はきっぱり断りましょう。

作業開始後に想定外の請求をされた場合は、後日納得した

額で払う意思を示し、その場の支払いを断りましょう。


